
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
一
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
業

務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
二
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
行
う
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
を
い
う
。）に
関
し
必
要
な
事
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別添４




